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       大規模小売店舗の変更について 
大規模小売店舗立地法第 6 条第 2 項に基づく変更の届出について、説明会に代わり 

掲示により届出等の要旨をお知らせします 

店舗名称 エレナ小江原店 

所 在 地 ⾧崎県⾧崎市小江原町 5 番 1 外 2 筆 

建物設置者 
 株式会社エレナ  代表取締役 中村 憲治 

 ⾧崎県佐世保市大塔町８番地２ 

変更届出の要旨 

(1)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
 小売店舗名 
（変更前） 

 小売業者名 
（変更後） 

   変更前    変更後 
変更年月日 

開店時刻 閉店時刻 開店時刻 閉店時刻 
(株)エレナ (株)エレナ 9 時 30 分 22 時 00 分 8 時 30 分 21 時 00 分 令和 6 年 10 月 1 日 

(株)フランソア (株)フランソア 9 時 30 分 22 時 00 分 8 時 30 分 21 時 00 分 令和 6 年 10 月 1 日 

(株)プラザクリエイト フラッシュ(株) 9時30分 22時00分 8 時 00 分 16 時 00 分 令和 6 年 10 月 1 日 

(株)スワン (株)国際ランドリー 9時30分 22時00分 10 時 00 分 19 時 00 分 令和 6 年 10 月 1 日 

(有)ウチダ薬品 (有)ウチダ薬品 9時30分 22時00分  9 時 00 分 19 時 00 分 令和 6 年 10 月 1 日 

花（未） もりたか花店 9時30分 22時00分  9 時 00 分 20 時 00 分 令和 6 年 10 月 1 日 

 

②来店客が駐車場を利用することができる時間帯 

  （変更前） 午前 9：00 ～ 午後 10：30 

  （変更後） 午前 7：30 ～ 午後 9：30 

変更予定年月日   令和６年 10 月 1 日 

届出書の縦覧場所 

及び縦覧期間 

【縦覧場所】 長崎県産業労働部経営支援課  長崎市尾上町 3 番 1号  

℡095-895-2650 

       長崎市経済産業部商業振興課   長崎市魚の町 4番 1 号 

℡095-829-1150 

【縦覧期間】 令和 6 年 8月 23 日～令和 6年 12 月 23 日まで 

【意見書の提出先】 長崎県産業労働部経営支援課  

  ※住民の皆様他どなたでも、縦覧期間内に長崎県に対して、大規模小売店舗を 

  設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい 

  て意見書を提出することができます。 

連 絡 先 

届出の内容に対する照会等変更に関する問い合わせは、下記へお願いします。 

株式会社エレナ（店舗開発部） 長崎県佐世保市大塔町 8番地 2 

    店舗開発部 担当者 吉田 健三  

℡：：0956―32―0100  FAX：0956―32―0101 

 


